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仮合意書

A区 (以下 「甲」とい う。)と 0●00(以 下 「乙」とい う。)は、乙が甲か ら借

り受けている区営住宅 (A区0● 8-9-2 ●0人丁 ロアパー ト2-202。 以

下、「本件区営住宅」とい う。)の使用料等の償還について、以下のとお り合意 した。

第 1条 乙は、本件区営住宅の平成 22年 7月 分までの使用料及び共益費につき、

本 国現在、以下のとお りの金員を滞納 していることを認める。

使用料 金 92万 2000円
共益費     7800円

第 2条 乙は、甲に対 し、前条の債務の合計金 92万 9800円 を、下記のとお り

分割 して支払 う。なお、弁済金の充当は甲が適宜指定できるものとする。

記

平成 22年 10月 から同 23年 9月 まで、毎月末 日限 り、金 2万円ずつ

平成 23年 10月 から同 25年 7月 まで、毎月末 日限 り、金 3万円ずつ

平成 25年 8月 末 日限 り、金 2万 9800円

第 3条 次のいずれかの事由が生 じたときは、乙は当然に期 I艮 の利益を失い、甲に

封 し、残債務を直ちに一括 して支払 う。

(1)乙が、第 2条による分割金の支払を怠 り、その額が金 4万円 (ただ し、平

成 23年 10月 以降は金 6万円)に達 したとき

(2)甲 が本件合意内容について申し立てる訴え提起前の和解手続において、乙

が裁判所に出頭せず、その他同手続に協力 しないとき

第 4条 甲は、本合意書記載の条項を不El解内容とする訴え提起前の和解を東京簡易
裁判所に申し立てるものとし、乙は同手続に協力する。

平成 23年 8月 20日

(甲) A区 代理人

東京都港区虎ノ門一丁 目2番 10号虎ノ門桜田通 ビル 9階
法律特許事務所イオタ

弁護士   西 尾 政 行

(乙)住 所

氏名
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中止丈ぉこ

和 解 条 項

第 1条 相手方は、申立人に封し、平成 22年 11月 12日 現在、申立人から借 り

受けている別紙物件 目録記載の建物 (以下、「本件建物」とい う。)の使用

料及び共益費につき、以下のとお り滞納していることを認める。

使用料  金 98万 0200用

共益費  金 8700円

第 2条 相手方は、申立人に紺 し、前条の債務の合計金 98万 8900円 を、下記

のとおり分害ビして支払 う。なお、弁済金の充当は申立人が適宜指定できるも

のとする。

記

(1)平成 22年 11月 から同 28年 10月 まで、毎月末 日限 り、金 2万円ずつ

(2)平成 23年 11月 から同 25年 10月 まで、毎月末 日lI艮 り、金 3万円ずつ

(3)平成 25年 11月 末 日限り、金 2万 8900円

第 3条 相手方が前条による分割金の支払いを怠 り、その滞納額が金 4万円 (ただ

し、平成 23年 11月 以降は金 6万円)に達 したときは、相手方は当然に期

限の利益を失い、申立人に対 し、第 1条の金員から既払金を控除した残金を

直ちに一括 して支払 う。なお、この場合の既私金には、次条に定める使用料

及び共益費を含まない。

第 4条 本目手方は、申立人に封 し、平成 22年 11 以降、相手方が木件

盤建物の使用を継続 している間、毎月末 日限 り、 営住宅管理条例及び

営住宅管理条例施行規員」に基づいて算出された使用料及び共益費

を支払うものとする。ただし、次条に定めるところにより、相手方が本件建

物の使用許可を敢り消す旨の通知を受領したときは、この限りではない。

第 5条 相手方に次に定める事由が発生したときは、申立人は、相手方に対し、何

■`七′芹r
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らの催告を要しないで、本件建物の使用の承認を取 り消し、本件建物の明渡

しを請求することができる。

(1)第 3条により期限の利益を喪失 したとき。

|:1毬壱銃犯敬稲督離襲畿絋督雄議する各事由
のいずれかが生じたとき

第 6条 前条により申立人が本件建物の母月渡 しを請求 したときは、相手方は、申

立人に対 し、直ちに本件建物を明け渡す。

第 7条 申立人が前条の明渡請求をしたにもかかわらず、相手方が本件建物の占有

を継続するときは、相手方は、申立人に対 し、相手方が明渡請求を受けた 日

堪繁:こ   鯰 緒蚕Fttξ紺 上熟
る金額を支払 うものとする。

第 8条 相手方が本件建物を退芸 した後に本件建物に残置物があるときは、申立人

は相手方が当該残置物についての所有権その他の権利を放葉 したものとみな

す とともに、申立人において当該残置物を適宜処分することができるものと

する。

第 9袖 申立人と相手方との間の使用関係に関し、本和解条項に定めのない事項は、

「

区住宅管理条例及び同条例施行規則の定めるところによる。

第 10条 和解費用は各自の負担 とする。

以 上

:11i:il ll i
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